
独立行政法人酒類総合研究所（法人番号3240005003987）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

当法人は、国税庁の施設等機関が独立行政法人化したものであり、理事長の
役員報酬は国家公務員の指定職俸給表３号俸を基準としている。また、理事の
役員報酬は理事長の報酬額に鑑み個別に、監事の役員報酬はその業務内容及び
監査頻度を考慮して、それぞれ設定している。

酒類総合研究所の役員報酬規程では、役員報酬に弾力性をもたせるため、本給

の上限額を定める方式としており、財務大臣が行う業績評価の結果を勘案するな

ど、その役員の業績に応じて、理事長が決定することとしている。
また、勤勉手当についても、その役員の業績に応じて理事長が定める割合を乗

じて得た額を支給している。

役員報酬支給基準は、本給を716,000円以下とする以外は全て
理事長と同様である。

非常勤役員の非常勤役員手当の月額は200,000円である。
令和７年度における役員報酬規程の非常勤役員手当の改正はない。

役員報酬支給基準は、本給、地域手当、通勤手当、期末手当及び
勤勉手当から構成されている。
本給については、独立行政法人酒類総合研究所役員報酬規程（以

下「役員報酬規程」という。）に則り、852,000円以下の額を支給
している。
地域手当及び通勤手当については、役員報酬規程に則り、「一般

職の職員の給与に関する法律」（以下「一般職給与法」という。）
に準じた額としている。
期末手当についても、役員報酬規程に則り、期末手当基礎額（本

給＋地域手当＋役職加算額（（本給+地域手当）×100分の20）＋管
理職加算額（本給×100分の25））に100分の67.5を乗じ、さらに基
準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。
勤勉手当についても、役員報酬規程に則り、勤勉手当基礎額（本

給＋地域手当＋役職加算額（（本給+地域手当）×100分の20）＋管
理職加算額（本給×100分の25））に勤務成績に応じて理事長が定
める割合を乗じて得た額としている。また、勤勉手当の総額は、勤
勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えないこと
としている。
なお、令和７年度は、一般職給与法の改正（令和７年人事院勧告

による）に準じて、期末手当及び勤勉手当の支給月数の引上げ（前
年度比0.05月分引上げ）を行った。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

14,834 10,230 4,279
301
24

（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

12,470 8,598 3,596
252
24

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400
（　　　　）

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
        独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注２：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

法人の長

理事

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

当法人は、酒類に関する高度な分析及び鑑定を行い、並びに酒類
及び酒類業に関する研究、調査及び情報提供等を行うことにより、
酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資するとともに、酒類業の健全
な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高めることを目
的としている。この目的を達成するために法人の長は研究所全般の
業務の大綱を総理していることから、国家公務員の指定職俸給表を
適用する職員に相当すると考えられ、その水準は妥当なものと認め
られる。

理事は１名で理事長を全般にわたって補佐していることから、
その水準は理事長の給与水準とのバランスを考慮して決定してお
り、妥当なものと認められる。

監事の給与水準は、その業務内容及び監査頻度を考慮して決
定しており、その水準は妥当なものと認められる。

酒類総合研究所が行う事務及び事業に関して高度な知識及び
経験を有し、事務等を適正かつ効率的に運営することができる
こと、並びに他の法人と比べても高い報酬水準とは認められな
いことから妥当である。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事

法人の長

理事

監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

該当者なし

該当者なし監事B
（非常勤）

監事A
（非常勤）

役員報酬のうち本給及び勤勉手当については、役員報酬規程に則り、業績を

反映した額を支給している。
今後も引き続き、この仕組みを適用していく。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人は、国税庁の施設等機関が独立行政法人化したものであり、職員の給与
水準は、一般職給与法を基準として設定している。

人事評価制度を導入し、その評価に基づき勤務成績の優秀な職員については、
昇給、勤勉手当に反映させている。

職員給与は、本給、職責手当、研究員手当、執筆等手当、扶養手当、地域手当、
広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、管理
職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当から構成されている。

本給は、独立行政法人酒類総合研究所職員給与規程（以下「職員給与規程」とい
う。）に則り、支給している。

期末手当は、職員給与規程及び独立行政法人酒類総合研究所手当等に関する細則
（以下、あわせて「職員給与規程等」という。）に則り、期末手当基礎額（本給＋
扶養手当＋これらに対する地域手当及び広域異動手当＋役職加算額（（本給+これ
に対する地域手当及び広域異動手当）×100分の5～20）＋管理職加算額（本給
×100分の15））に一般職員100分の126.25、特定幹部職員100分の106.25を乗じ、
さらに基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。

勤勉手当は、職員給与規程等に則り、勤勉手当基礎額（本給＋これに対する地域
手当及び広域異動手当＋役職加算額（（本給+これに対する地域手当及び広域異動
手当）×100分の5～20）＋管理職加算額（本給×100分の15））に勤務成績に応じ
て理事長が定める割合を乗じて得た額としている。

その他の手当等についても、職員給与規程等に則り、一般職給与法に準じた額と
している。

なお、国家公務員における給与制度改正の動向を踏まえ、給与制度の改正を行っ
たものについては、この欄ではなく、「④ 給与制度の令和７年度における主な改
定内容」の欄に詳細を記載している。

一般職給与法の改正（令和７年人事院勧告による）に準じて、令和７年12月25日

から、期末手当及び勤勉手当の支給月数の引上げ（前年度比0.05月分引上げ）を実

施した。

さらに、令和７年３月28日から、地域手当の級地区分を７級地から５級地に再編

し、新たな支給割合を設定した（俸給、役職手当及び扶養手当の月額の合計額の

３％に相当する額から４％に相当する額へ変更した。ただし令和７年度中は経過措

置として、改正前の支給割合３％を支給し、経過措置終了後の令和８年４月１日よ

り支給割合を４％に引き上げる）。

また、令和７年７月１日より、勤務時間外に執筆等を行った場合に支給する執筆

等手当を新設した。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 48 8,846 6,471 78 2,375
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 43.4 6,734 4,888 137 1,846
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 49.3 9,438 6,915 61 2,523
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「技能職」とは、機器の運転操作、酒類製造設備の監視その他これらに準ずる業務を行う職種を示す。
注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与を示す。

任期付職員

事務・技術

研究職種

区分

技能職

常勤職員

うち賞与平均年齢

注４：常勤職員の技能職については、該当者が２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるお
それのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：42人

事務・技術

研究職種

うち所定内

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：32人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

技能職



注１：Ⅱ-2-②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注２：各年齢階層において該当者が４人以下の場合には、第１・第３四分位の折れ線を記載していない。

③

注３：各年齢階層において該当者が２人以下の場合には、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
のあることから、平均給与額の折れ線を記載していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員
を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

課長補佐 2 - -

係長 1 - -

主任 4 42.8 5,707

（研究職員）

平均
人 歳 千円

部門長・副部門長 12 55.0 11,079

主任研究員 11 45.9 8,046

研究員 2 - -

（事務・技術職職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

該当なし 該当なし 該当なし

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 該当なし 該当なし 該当なし

％ ％ ％

         最高～最低 - - -

％ ％ ％

52.9 53.6 53.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 47.1 46.4 46.8

％ ％ ％

         最高～最低 51.9～43.5 51.9～43.5 48.6～43.5

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

47.5 46.4 46.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 52.5 53.6 53.1

％ ％ ％

         最高～最低 56.0～43.4 58.5～44.7 57.3～44.7

％ ％ ％

54.5 54.5 54.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.5 45.5 45.5

％ ％ ％

         最高～最低 50.2～42.9 48.6～42.9 46.9～42.9

⑤

④

一般
職員

一律支給分（期末相当）

最高～最低

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

千円

11,901～9,409

 9,147～6,247

-
注　研究員の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報を特定されるおそれがあることから、平均年齢及び
年間給与額については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

-

区分

管理
職員

区分

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注　管理職員は、該当者がいないため記載していない。

平均年齢人員

一律支給分（期末相当）

-

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ

千円

-

年間給与額

注１　課長補佐及び係長の該当者はいずれも２人以下のため、当該個人に関する情報を特定されるおそれがあるこ
とから、平均年齢及び年間給与額については記載していない。

注2　主任の該当者は４人以下のため、年間給与額は平均のみを記載する。

年間給与額

最高～最低



３　給与水準の妥当性の検証等

〇事務・技術職員

〇研究職員

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　94.9％】
（国からの財政支出額1,311百万円、支出予算の総額1,382百万円:令和７年度
予算）
【累積欠損額　なし（令和６年度決算）】
【管理職の割合　0％（常勤職員数７名中0名）】
【大学卒以上の割合　42.9％（常勤職員数７名中３名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　32.1％】
（支出総額1,179百万円、給与・報酬等支給総額379百万円：令和６年度決算）

（法人の検証結果）
　事務・技術職員の給与は、国家公務員の給与水準に準じて適切に運用してい
る。

（主務大臣の検証結果）
　酒類総合研究所における対国家公務員指数について、年齢勘案では90.2とな
るほか年齢・地域・学歴勘案では100をわずかに上回った。これは当研究所の職
員が国家公務員（行政職（一））と比較して、各種手当の支給率が高いことが要
因として考えられる。
　当法人の給与制度については、国に準じて運用されており、給与水準は適正
であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

項目

対国家公務員
指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証

　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を勘案して決定されているところであり、今後も適正な給与水準の維持に
努める。

・年齢・地域勘案　　　　　　　　120.5

・年齢・学歴勘案　　　　　　 　　92.6

・年齢・地域・学歴勘案　　　　108.9

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

講ずる措置

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

　地域勘案をしない場合、対国家公務員指数はいずれも100を下回っている。地
域勘案をした場合に対国家公務員指数を上回る要因としては、当研究所の研究
内容が広範にわたり部門数が多い一方、職員数を必要最低限の規模としている
ことから、相対的に管理職の占める割合が高くなっていることが挙げられる。ま
た、国内唯一の酒類に関する国の研究機関として酒類業界から求められる高度
な研究開発及び技術支援機能を担っており、そのためには専門性の高い研究
者の確保が不可欠である。当研究所の修士卒以上の割合（92％）は国家公務員
の研究職における当該割合（81.6％）を上回っており、こうした人材構成の違いも
給与水準に一定の影響を与えていると考えられる。

【修士卒以上の割合】
国家公務員（研究職）：81.6％
酒類総合研究所：92％
※令和７年度人事院勧告参考資料 第２表を参照

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　 　　　92.9

　地域勘案をしない場合、対国家公務員指数はいずれも100を下回っている。地
域勘案をした場合に対国家公務員指数を上回る要因としては、当研究所の職員
が国家公務員（行政職（一））と比較して、単身赴任手当の支給率が高いことや
特殊な技能を有する職員が在籍していることが影響していると推察される。

【単身赴任手当の支給割合】
国家公務員（行政職（一））：6.69％
酒類総合研究所：14.2%
※令和７年度国家公務員給与等実態調査 第９表を参照

・年齢・学歴勘案　　　　　 　　　92.6

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　　100.2

・年齢勘案　　　　　　　　　　     90.2

・年齢・地域勘案　　　　　 　　　99.2



注：令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改
正されたところ、各指数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域手当
の支給割合による推計値が用いられている。一方、地域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴
勘案）に用いる酒類総合研究所の職員の地域手当の支給割合は経過措置が終了する前の割合を
使用している。

講ずる措置
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を勘案して決定されているところであり、今後も適正な給与水準の維持に
努める。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　94.9％】
（国からの財政支出額1,311百万円、支出予算の総額1,382百万円:令和７年度
予算）
【累積欠損額　なし（令和６年度決算）】
【管理職の割合　48.0％（常勤職員数25名中12名）】
【大学卒以上の割合　100.0％（常勤職員数25名中25名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　32.1％】
（支出総額1,179百万円、給与・報酬等支給総額379百万円：令和６年度決算）

（法人の検証結果）
　当研究所は、国内唯一の酒類に関する国の研究機関として酒類業界から求め
られる高度な研究開発及び技術支援機能を担っており、研究職員の給与に係る
俸給表等の給与体系は、国家公務員の給与水準を参照している。支給実績に
ついて対国家公務員指数から見た場合、国家公務員の給与水準を超えるものと
なっているが、上記のとおり、高度な専門性を有する研究者の確保が必要とされ
ている点及び研究職の労働市場の状況を踏まえると、現在の給与水準はそれら
を反映したものであり、妥当であると考えられる。引き続き、高度な業務に対応で
きる人材の確保の必要性を踏まえつつ、適切な給与水準となるよう努めていく。

（主務大臣の検証結果）
　酒類総合研究所における対国家公務員指数について、年齢勘案では92.9と
なった一方で、年齢・地域勘案や年齢・地域・学歴勘案では100を大きく上回っ
た。
　当研究所は、法人の規模に対して広範な分野へ効率的に対応するため部門
数が多く、さらに事務効率化の観点から職員数を必要最小限としていることによ
り管理職の割合が高くなっていることや、高度な専門性と能力を求められている
ことによる人材構成の違いが要因と考えられる。
　当研究所の給与制度については、高度な業務に対応できる専門的知識を持っ
た人材の確保の必要性を踏まえつつ、社会一般の情勢への適応も考慮したうえ
で、給与水準の動向について注視していく。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 69,802 72,661 74,549 75,028 79,043
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

576,692

92,436 93,992

39,439 32,532 918 1,310

376,765 378,768 393,997

注１：本表（非常勤役職員等給与（C）欄）と財務諸表（附属明細書「役員及び職員の給与の明細」）
の差異：財務諸表には、人材派遣サービス業は含まれない。
注２：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

0

最広義人件費

103,652
非常勤役職員等給与

544,667 549,099568,730561,197

退職手当支給額

102,864 98,278

福利厚生費

給与、報酬等支給総額
349,092 365,259

区　　分

（扶養親族がいない場合）
○ 22歳（大卒初任給）

月額 232,000円 年間給与 3,844,240円
○ 35歳（係長）

月額 339,248円 年間給与 5,776,374円
○ 50歳（課長補佐）

月額 439,920円 年間給与 7,591,038円
※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円、子１人につき
11,500円）を支給

任期付研究職員以外の職員の給与については、人事評価制度の評価に
基づき、勤務成績の優秀な職員の昇給、勤勉手当に反映させている。

任期付研究職員の給与については、特に顕著であると認められる研究業績
を挙げた場合には、業績手当を支給することができる制度を設けている。

今後も引き続き、この仕組みを適用していく。

「給与、報酬等支給総額」及び「最広義人件費」の対前年度比
①「給与、報酬等支給総額」の対前年度比
一般職給与法の改正（令和７年人事院勧告による）に関連して、以

下の措置を講じたことから、前年度の額を上回ることとなった。
・職員の給与について、国家公務員に準じ、俸給表の改訂、勤勉手

当の支給月数の引き上げを行った。

②「最広義人件費」の対前年度比
①と同じ理由により、前年度から増加した。



Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

令和７年度の事務・技術職及び研究職の職員の定年年齢は、62歳で
あり、今後、段階的に65歳まで定年年齢を引き上げる予定である。
管理職の職員は、60歳に達した日後の最初の４月１日までに非管

理職に降任することとしている。
60歳に達した職員の給与は、60歳に達した日後の最初の４月１日

以降、俸給月額の７割支給にすることとしている。

特になし。


